
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax Analysis 
 

国家税務総局による租税条約

の一部条文に対する最新の解

釈 
 
2018年 2月 12日、国家税務総局は公式ウェブサイトにて 2018年第 11号公
告1（以下、「11号公告」）を公布し、租税条約における一部条文の執行に
ついて明確化した。11号公告により、「『所得に対する租税に関する二重課
税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国

政府との間の協定』及びその議定書の条文に対する解釈」の印刷・公布に関

する通知」（国税発[2010]75号2、以下「75号通達」）の一部内容が改正さ
れた。 
 
11号公告の規定は、租税条約における恒久的施設、海運と空運、芸能人（ア
ーティスト）、運動家に関する条項の解釈、及びパートナーシップによる租

税条約の特典適用に関わるものである。11号公告は、2018年 4月 1日から
施行される。 
 
以下では、11号公告のキーポイントをまとめる。 
 
 
恒久的施設 
 
11号公告において、下記の 2点について明確化された。 
 
• 租税条約の恒久的施設（以下、「PE」）条項において、サービス PEの
認定について「任意の連続 12ヶ月の間連続或いは累計で 6ヶ月を超え
る」と記述されている箇所は、「任意の連続 12ヶ月の間連続或いは累計
で 183日を超える」を意味するものと解釈すべきである。 

 
• 中国・海外協同教育機関、及び中国・海外協同教育プログラムを実施す

る上で教育活動が行われる場所のうち、法人格を持たないものは、中国

において他方の締約国の PEを構成するものとされる。 
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1 11号公告全文：http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3285782/content.html 
2 75号通達は中国・シンガポール租税条約の条文に対する解釈であるが、中国が締結したその他の租税条約における同様又は類似の条項にも
適用される。 
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企業が従業員を中国に派遣し、一定期間を超えて役務を提供する場合、中国

において PEを有するものとされる。ここでいう「一定期間」は、中国が最
近締結（改正）した租税条約において「任意の連続 12ヶ月の間連続或いは累
計 183日」という文面が用いられるが、中国が締結した一部の古い租税条約
（例えば、中米租税条約）において「任意の連続 12ヶ月の間連続或いは累計
6ヶ月」という文面が用いられた。国家税務総局が 2007年に公布した国税函
[2007]403号通達（中国大陸・香港租税取決に基づく PE認定の解釈）におい
て、より厳しい「6ヶ月」の判定基準が採用されており、極端な場合、1日が
1ヶ月としてカウントされる可能性もあった。403号通達におけるより厳しい
「6ヶ月」の判定基準は廃止済みであるが、実務において、租税条約におけ
る「6ヶ月」の判定基準のあいまいさが残っており、一部の税務当局は引き
続き 403号通達による「6ヶ月」の判定基準に基づきサービス PEの認定を
行っている。11号公告による上述の明確化は、長きに亘って懸念されてきた
問題の解決、及び実務における取扱いの統一に有利である。 
 
中国教育産業の市場開放に伴い、多くの海外大学と海外教育機関が中国教育

機関と連携して、中国において教育サービスを提供してきた。中国の税務当

局はこの動向に注目しており、また、過去数年において、「中外合作弁学」

プロジェクトに関する PE認定案件が複数報道されている。11号公告による
上述の明確化から影響を受けている当事者（海外教育機関と中国教育機関の

両方を含む）は、既存プロジェクトのアレンジをレビューし、関連の PE認
定リスク及び税務コンプライアンスリスクについて重点的に考慮する必要が

ある。なお、留意点として、当事者である海外教育機関が居住国において非

営利団体認定を受けた場合においても、中国において PEを有すると認定さ
れれば、中国で発生する納税義務は免除されない。 
 
海運と空運 
 
11号公告は 75号通達第 8条（租税条約の海運・空運条項に対する解釈）に
対して、下記の通り改正した。 
 
• 航空機のリース（ウェットリースを含む）または船舶のリース（定期用

船と航海用船を含む）を通じて乗客または貨物を輸送することによって

得た利益は、「一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用

することによって取得する利得」とみなされる。 
 

• 中国・シンガポール租税条約の第 8条第 4項は、類似の条項を含まない
租税条約にも適用される。即ち、裸用船方式での船舶リースとドライリ

ース方式での航空機リースから得た利益、及び貨物又は商品の運輸用コ

ンテナ（トレーラー、及びコンテナの運輸に使用される関連設備を含

む）の使用、維持又は賃貸から得た利益は、「一方の締約国の企業が船

舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得」に該当

しないが、上述の活動が国際運輸業務に付随するものである場合、関連

の利益は「一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用する

ことによって取得する利得」とみなされる。 
 

• 上述の活動が国際運輸業務に付随するものであるか否かを判断する際

に、下記 3つの要件について考察する必要がある。 
 

1) 企業の工商登記及びその他のサポート資料を以て、企業の主要業務
は国際運輸業務であることを証明できる。 

 
2) 企業の従事する「国際運輸の付随業務」は、主要業務への貢献が軽
微でありながら、主要業務と密接に関係するため、単独の業務又は

収入源とみなされるべきではない。 
 

3) 企業の従事する「国際運輸の付随業務」による収入は、1会計年度に
おいて、当該企業の従事する国際運輸業務による収入の 10%を超え
てはならない。 
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のウェットリースから得た利益（国際運輸業務に付随するものを除き）は「一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国

際運輸に運用することによって取得する利得」とみなされず、租税条約における海運・空運条項の適用を受けられなか

った。国家税務総局は 11号公告の公布を通じて、上述の活動から得た利益に関する取扱いを、2014年 OECDモデル
租税条約コメンタリー及び 2011年 UN モデル租税条約コメンタリーに合致するように改正した。 
 
芸能人（アーティスト）と運動家 
 
11号公告は 75号通達第 17条（租税条約の芸能人（アーティスト）条項と運動家条項に対する解釈）に対して、下記
の通り改正した。 
 
• 租税条約の芸能人（アーティスト）条項と運動家条項の適用対象例に「芸能人が参加する映画プロモーション、芸

能人や運動家が参加する企業年次会議やテープカットセレモニー」を新たに追加した。 
 

• 会議での発言（例えば、外国の元政治家が中国の学会で行う講演）は芸能人活動の性質を持たず、芸能人（アーテ

ィスト）条項の適用対象外であることが明確化された。ただし、「演出」の性質を持つ持ち、商業活動として行わ

れる場合、芸能人（アーティスト）条項の適用対象となる3。 
 

• eスポーツ（ビデオゲームで行われる競技）は租税条約の芸能人（アーティスト）条項と運動家条項の適用対象で
あることが明確化された。 
 

• 租税条約第17条（芸能人（アーティスト）条項と運動家条項）の規定により、源泉地国は租税条約における事業所
得条項、独立の人的役務条項、及び非独立の人的役務条項の規定に制限されることなく、国内法の規定に基づき、

芸能人と運動家、又はその他の者（芸能人又は運動家としての活動から得た所得の全部又は一部は、当該「その他

の者」によって受領される場合）に対して、上述の活動による所得について租税を課することができる。11号公告
の政策解読は、適用対象となる3つの事例（オーケストラ、一人会社、租税回避スキーム）を挙げて説明した。 

 
コメント 
 
11号公告の政策解読において挙げられた 3つの事例は、芸能人（アーティスト）条項と運動家条項の解釈と執行上、
有用な参考となる。 
 
• オーケストラケースにおいて、源泉地国はオーケストラメンバーの給与のうち対象ステージの出演分、及び「楽団
が代わりに受領したがまだメンバーに支払っていない出演料」に対して、無制限な課税権を有することが明確化さ
れた。この明確化は、OECDモデル租税条約コメンタリーと一致する（モデル租税条約第 17条の適用は、芸能人
又は運動家としての活動による所得に対する二重課税を引き起こすべきではない）ものである4。ただし、実務に

おいて、中国の税務当局は非居住者である事業体（この事例では、オーケストラ楽団を指す）による国内での役務

提供に対して、査定徴収方式で課税所得を計算することが多い。そのため、実務において二重課税を回避できるか

否かは、査定徴収に使用するみなし利益率の高さに依存する可能性がある。  
 

• 一人会社（エンタテインメント産業によく見られる形態）ケースにおいて、政策解読は OECDモデル租税条約コ
メンタリーと同様の立場5を取っている。即ち、源泉地国は国内法の規定に基づき、芸能人/運動家個人と会社がそ
れぞれ所得を得たとして、その両方に対して課税するか、一人会社を課税上透明な事業体として扱い、芸能人/運
動家個人が出演料を全額取得したとして課税することができる。留意点として、中国国内法に照らし合わせた場

合、どの処理を採用すべきかは、政策解読において言及されていない。実務において、各地方の税務当局は後者の

処理（一人会社を課税上透明な事業体として扱い、芸能人/運動家個人が出演料を全額取得したとして課税する）
を採用するか否かは要観察である。また、現行の個人所得税法体系の中に、企業法律形態を否認する税務処理（ル

ックスルーアプローチ）の採用をサポートする規定は存在しないという観点も存在する。 
 

• 租税回避スキームケースにおいて、出演料は芸能人/運動家個人に支払われず、その他の者（個人、会社、団体を
含む）が代わりに受領するようになっている。ここでも政策解読は OECDモデル租税条約コメンタリーと同様の
立場6を取っている。即ち、源泉地国は国内法の規定に基づき、国内法の租税回避防止規定を適用して、「その他

の者」が代わりに受領した所得を芸能人/運動家が取得したものとして芸能人/運動家に対して課税するか、「その
他の者」に対して課税することができる。テクニカルの観点から見て、現行の個人所得税法に租税回避防止規定が

組み込まれていないことは、前者の税務処理を適用する上での障害となる。 
 
パートナーシップによる租税条約の特典適用 
 

                                                
3 OECDモデル租税条約及びコメンタリーに対する OECD非加盟国・地域の立場として、中国は「講演が演出の性質を持つ場合、講演者（元
政治家を含む）はモデル租税条約第 17条の適用対象となる」と考えている。 
4 OECDモデル租税条約第 17条コメンタリーのパラグラフ 11.5を参照されたい。 
5 OECDモデル租税条約第 17条コメンタリーのパラグラフ 8を参照されたい。 
6 OECDモデル租税条約第 17条コメンタリーのパラグラフ 11の c)を参照されたい。 



11号公告はパートナーシップ及びその他類似の事業体による租税条約の特典適用についてガイダンスを提供した。 
 
中国のパートナーシップ 
 
中国の法令に準拠して中国国内において設立されたパートナーシップの取得した所得に対して、パススルー課税を適用

して各パートナーに租税を課する。他方の締約国の居住者であるパートナーが取得した所得の内、中国において納税義

務が発生し、且つ他方の締約国に本国居住者所得とみなされる部分は、中国において租税条約に定めた待遇を享受でき

る。 
 
外国のパートナーシップ 
 
• 外国の法令に準拠して設立され、実際の管理機構を中国国内に置いていないが、中国において企業所得税の納税義

務を負っているパートナーシップは、中国企業所得税上の非居住者企業である（課税上透明な事業体ではない）。 
 

• 上述の外国パートナーシップは、他方の締約国において居住者身分を有する場合に限り、取得した所得のうち中国

において納税義務を負う部分は、租税条約に定めた待遇を享受できる。ただし、租税条約において別途規定がある

場合、その限りではない。 
 

• 外国のパートナーシップは、他方の締約国の国内法に基づき、住所、居所、設立場所、管理機能所在地、或いはそ

の他類似の基準を根拠に、他方の締約国において納税義務を負うことを立証できなければ、他方の締約国の権限あ

る当局から租税条約の特典享受を目的とした居住者身分証明の発行を受けた場合においても、租税条約の特典を享

受するための他方の締約国の居住者身分を有するものと認められない。  
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中国のパートナーシップ 
 
海外投資家による中国国内におけるパートナーシップの設立が可能になってから 8年が経過したが、関連の税務ガイダ
ンスが限られている現状である。国家税務総局は、中国パートナーシップの外国パートナー（他方の締約国の居住者で

ある）の所得に対して租税条約の定めた待遇を与えるか否かを分析する際に、11号公告の内容（他方の締約国に本国
居住者所得とみなされる部分）を見る限り、他方の締約国の税務処理を考察する必要がある。また、外国パートナーに

よる租税条約の特典享受について、未解決の問題もいくつか存在している。例えば、関連の所得は租税条約の特典享受

に際してどのような性質の所得に分類されるか、中国パートナーシップの持分を保有することで PE認定を受けるか否
か、PE認定を受けた場合、PEに帰属する所得をどのように計算すべきかなどである。 
 
外国のパートナーシップ 
 
11号公告において、外国パートナーシップは「課税上透明な事業体ではない」と認定されているため、中国の税務当
局は関連の所得を外国パートナーシップの所得とみなし、（パートナーではなく）外国パートナーシップに対して課税

する。この状況下で、もしパートナーシップの設立地国が当該パートナーシップを「課税上透明な事業体」と見なせ

ば、当該パートナーシップは「設立地国において納税義務を負う」ことを立証できず、租税条約の特典を享受するため

の設立地国の居住者身分を有するものと認められないため、中国とその設立地国の間の租税条約に定めた待遇を受けら

れない可能性がある。この問題を解決する方法の一つは、「設立地国が当該パートナーシップを課税上透明な事業体と

見なすか否かに関わらず、他方の締約国において居住者身分を有するパートナーに租税条約待遇を与える」特別規定を

租税条約に組み込むことであるが、現状では、中国が締結した租税条約の内、2013年に締結された中国・フランス租
税条約のみその特別規定が組み込まれている。 
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